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児童手当制度と支給状況�

支給対象�

支 給 額 �
（ 月 額 ） �

支給期間�

3歳未満の児童の養育者�

3歳の誕生日前の児童（3歳の誕生日月まで）�
支給対象� 3歳以上小学校修了前の児童（12歳到達後初めての年度末までの児童）の養育者�

支給期間� 小学校修了前の児童（12歳到達後初めての年度末まで）�

所得制限�
574.0万円（4人世帯の所得の場合）�
　児童手当の所得制限により手当を受けられない被用者等については、646.0万円（4人世帯の所得の�
　場合）の所得制限により、児童手当と同額の給付（特例給付）を行う。�

費用負担�

（3歳未満） （3歳から小学校修了前）�
被　用　者　分　　事業主7/10　国1/10　地方2/10�
非  被  用  者  分　　国1/3　地方2/3�
特  例  給  付  分　　事業主10/10�
公　務　員　分　　所属庁10/10

支 給 額 �
（ 月 額 ） �

第1子　　　　　　　　　　5,000円�
第2子　　　　　　　　　　5,000円�
第3子以降　　　　　　　  10,000円�

一律　10,000円�

児童手当制度�

児童手当支給状況�

国1/3　地方2/3

所属庁10/10

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「平成17年度児童手当事業報告」�
（注）　受給者数及び支給対象児童数は、平成18年2月末現在のものである。�

�
総数�
　うち特例給付�
　うち小学校第三学年修了前特例給付�
被用者�
　うち特例給付�
　うち小学校第三学年修了前特例給付�
非被用者�
　うち小学校第三学年修了前特例給付�
公務員�
　うち特例給付�
　うち小学校第三学年修了前特例給付�

人�
7,484,532�
526,365�
4,831,663�
4,958,713�
401,744�
3,170,069�
1,911,624�
1,279,765�
614,195�
124,621�
381,829

受給者数�

人�
9,603,648�
577,051�
6,653,700�
6,331,582�
435,907�
4,354,943�
2,459,106�
1,750,119�
812,960�
141,144�
548,638

支給対象児童数�

千円�
624,874,572�
37,782,676�
423,784,490�
407,717,026�
28,324,736�
274,530,970�
163,003,396�
113,531,155�
54,154,150�
9,457,940�
35,722,365

（2005（平成17）年度）�

支給額�

概　　要

児童手当制度
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昭和47年　　制度発足�
　　　　　　第3子以降を対象　義務教育終了前�
　　　　　　手当額　3，000円�
�
　　57年　　特例給付の導入（行財政改革に伴う所得制限の強化に対応）�
　　　　　　　　　　　　　【特例給付の財源は、全額事業主拠出金】�
�
　　61年　　第2子以降に拡大　義務教育就学前に重点化�
　　　　　　手当額　第2子　2，500円　第3子以降　5，000円�
�
平成  4年　　第1子まで拡大　　3歳未満に重点化�
　　　　　　手当額増額　第1・2子　　  5，000円�
　　　　　　　　　　　　第3子以降　10，000円�
�
平成12年　　義務教育就学前まで拡大�
　　　　　　【3歳以上義務教育就学前の児童に係る給付の財源は、全額公費】�
�
平成13年　　所得制限を緩和し、支給率を大幅に引き上げ�
　　　　　　【所得制限】※夫婦と児童2人の世帯の年収ベース�
　　　　　　　　　　　　　　改正前　　　　　　改正後�
　　　　　　　　　　　　432.5万円未満　→　596.3万円未満�
　　　　　　　　　　　　ただし、サラリーマン世帯は�
　　　　　　　　　　　　670.0万円未満　→　780.0万円未満�
�
平成16年　　小学校第3学年修了前まで拡大�
　　　　　　【拡大分の児童に係る給付の財源は全額公費】�
�
平成18年　　小学校第6学年修了前まで拡大�
　　　　　　所得制限を緩和し、支給率を引き上げ�
　　　　　　【支給対象年齢拡大分の児童に係る給付の財源は全額公費】�
　　　　　　【所得制限】※夫婦と児童2人の世帯の年収ベース�
　　　　　　　　　　　　　　改正前　　　　　　改正後�
　　　　　　　　　　　　596.3万円未満　→　780.0万円未満�
　　　　　　　　　　　　ただし、サラリーマン世帯は�
　　　　　　　　　　　　780.0万円未満　→　860.0万円未満�
�
平成19年　　乳幼児加算の創設（3歳未満の児童手当額を一律月1万円に拡充）�
　　　　　　【現行財源構成で対応】�
　　　　　　　※3歳以上の手当額は現行どおり�

児童手当制度の主な沿革�詳細資料




